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  告　　　　　示  

山形県告示第369号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定により、指定医療機関を次のとおり指定した。

　　平成18年４月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定年月日　 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地　　 指 定 医 療 機 関 の 名 称　

平成18. 3. 1酒田市中町三丁目４番16号な か ま ち 薬 局

同山形市吉原二丁目１５番46号コ ス モ 調 剤 薬 局 吉 原 店

同　　  3. 6天童市田鶴町四丁目２番66号林 歯 科 医 院

同　　  3.16西置賜郡白鷹町荒砥乙1018番地佐 藤 歯 科 医 院
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山形県告示第370号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、指定医療機関から次のとおり廃止した旨の届出が

あった。

　　平成18年４月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第371号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条（第55条において準用する同法第50条）の２の規定により、指定医療

機関から次のとおり休止する旨の届出があった。

　　平成18年４月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第372号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条（第55条において準用する同法第50条）の２の規定により、指定医療

機関から次のとおり再開する旨の届出があった。

　　平成18年４月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第373号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、指定介護機関を次のとおり指定した。

　　平成18年４月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

廃止年月日　 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地　　 指 定 医 療 機 関 の 名 称　

平成17.12.18鶴岡市大東町９番23号奥 山 内 科

同　　 12.31山形市松山二丁目６番14号東 海 林 内 科 胃 腸 科 医 院

平成18. 1. 1西置賜郡白鷹町荒砥乙1018番地佐 藤 歯 科 医 院

同　　  2.10天童市田鶴町一丁目６番32号林 歯 科 医 院

同　　  2.28酒田市中町三丁目３番18号の ぞ み 診 療 所

休止年月日　 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地　　 指 定 医 療 機 関 の 名 称　

平成18. 1. 1東根市大森二丁目４番１号訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン ひ が し ね

同　 　  2.28南陽市宮内3509番地羽 田 薬 局

再開年月日　 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地　　 指 定 医 療 機 関 の 名 称　

平成18. 1. 1酒田市東大町三丁目40番地９桜 井 歯 科 医 院
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山形県告示第374号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、指定介護

機関から次のとおり休止した旨の届出があった。

　　平成18年４月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第375号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により次の者に委託した山形県福祉休養ホーム寿

海荘の使用料の徴収事務の委託契約を平成18年３月31日に終了した。

　　平成18年４月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　名　称　　社会福祉法人山形県社会福祉事業団

２　住　所　　山形市緑町一丁目９番30号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第376号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により次の者に委託した山形県身体障害者保養

所東紅苑の使用料の徴収事務の委託契約を平成18年３月31日に終了した。

　　平成18年４月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　名　称　　社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会

２　住　所　　山形市大字大森385番地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第377号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により次の者に委託した身体障害者福祉ホーム

山形県立ふれあいの家の使用料の徴収事務の委託契約を平成18年３月31日に終了した。

　　平成18年４月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　名　称　　社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会

２　住　所　　山形市大字大森385番地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定年月日指定介護機関の所在地
施設又は実施

する事業の種類
指定介護機関の名称

平成18. 2. 1酒田市松原南15番１号
訪問リハビリテー

ション
医療法人　丸 岡 医 院

同　　  2.20鶴岡市八色木字西野335番地１
認知症対応型共同

生活介護

認知症高齢者グループホーム

「和心」ふじ荘

同　　  2.21東村山郡山辺町大字山辺1380番地短期入所生活介護
スマイルやまのべショートス

テイ

同　　　　　　　同通 所 介 護
スマイルやまのべデイサービ

ス

同　　  3. 1酒田市中町三丁目４番16号居宅療養管理指導な か ま ち 薬 局

同　　  3. 3山形市大字岩波５番地居 宅 介 護 支 援
指定居宅介護支援事業所あた

ご荘

休止年月日指定介護機関の所在地
施設又は実施

する事業の種類
指定介護機関の名称

平成18. 1. 1東根市大森二丁目４番１号訪 問 看 護
訪問看護ステーションひがし

ね
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山形県告示第378号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により次の者に委託した山形県国民宿舎の使用

料の徴収事務の委託契約を平成18年３月31日に終了した。

　　平成18年４月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　名　称　　社団法人山形県観光物産協会

２　住　所　　山形市城南町一丁目16番１号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第379号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により次の者に委託した山形県県民の海・プー

ルの使用料の徴収事務の委託契約を平成18年３月31日に終了した。

　　平成18年４月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　名　称　　社団法人山形県観光物産協会

２　住　所　　山形市城南町一丁目16番１号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第380号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、天童土地改良区の次の役員が退任した旨の届出

があった。

　　平成18年４月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

天童市小路二丁目２番25号名 和 征 吉理 事

同　　小関二丁目４番63号押 野 一 彦同

同　　大字成生559番地渡 邉 富 男同

同　　矢野目1474番地佐 藤 和 男同

同　　蔵増甲1067番地山 崎　 諭同

同　　窪野目287番地結 城 壽 雄同

同　　貫津242番地遠 藤 市 雄同

同　　高擶南67番地瀬 野 輝 雄同

同　　高擶北2184・2185番地佐　 藤　 圭 一 郎同

同　　清池324番地２小 山 田　 忠　 雄同

同　　長岡45番地土 屋 健 吾同

同　　原町乙14番地水 戸 部　 喜 久 男同

同　　干布592番地須 藤 又 吉同
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山形県告示第381号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、天童土地改良区の役員に次の者が就任した旨の

届出があった。

　　平成18年４月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同　　大清水263番地東 海 林　 好　 男監 事

同　　塚野目甲101番地白 田 恵 一同

同　　高擶北53番地浅 井 健 一同

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

天童市小路二丁目２番25号名 和 征 吉理 事

同　　小関二丁目４番18号須 藤 善 則同

同　　大字成生604番地奥 山 茂 隆同

同　　矢野目1474番地佐 藤 和 男同

同　　蔵増甲1067番地山 崎　 諭同

同　　窪野目287番地結 城 壽 雄同

同　　貫津242番地遠 藤 市 雄同

同　　高擶南67番地瀬 野 輝 雄同

同　　高擶北2184・2185番地佐　 藤　 圭 一 郎同

同　　清池324番地２小 山 田　 忠　 雄同

同　　長岡45番地土 屋 健 吾同

同　　原町142番地４水 戸 部　 秀　 憲同

同　　奈良沢乙74番地蜂 谷 賢 三同

同　　大清水1669番地細 矢 幸 市監 事

同　　塚野目甲101番地白 田 恵 一同

同　　高擶北369番地５佐　 藤　 文 五 郎同
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山形県告示第382号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、土地改良区の定款の変更を次のとおり認可し

た。

　　平成18年４月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　土地改良区の名称

　　白川土地改良区

２　事務所の所在地

　　長井市今泉552番地

３　認可年月日

　　平成18年３月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第383号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、米沢平野土地改良区の次の役員の住所に次の

とおり変更があった旨の届出があった。

　　平成18年４月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第384号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により定めた県営白山地区土地改良事業計画を変更し

たので、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

　　平成18年４月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　縦覧に供する書類の名称

　　県営白山地区土地改良事業（水田農業振興緊急整備事業）変更計画書の写し

２　縦覧に供する場所

　　鶴岡市役所

３　縦覧に供する期間

　　平成18年４月10日から同年５月11日まで

４　その他

　　この告示に係る計画の変更に対して異議がある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に知事に

申し出ることができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第385号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、月山ろく土地改良区の次の役員が退任した旨の

届出があった。

　　平成18年４月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住　　　　　　　　　　　　　所
　氏　　　　　　　　名　

理 事 及 び

監 事 の 別 変　　更　　後変　　更　　前

東置賜郡高畠町大字高畠

422番地の11

東置賜郡高畠町大字高畠

858番地
早　 川　 源 太 郎理 事

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

鶴岡市羽黒町川代字中川代231番地齋 藤 耕 策監 事

同　　羽黒町手向字手向81番地５阿 部 行 雄同
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山形県告示第386号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第68条第２項において準用する同法第18条第16項の規定により、月山ろく土

地改良区の次の清算人が退任した旨の届出があった。

　　平成18年４月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第387号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、次の者に委託した山形県県民の森の施設

及び山形県源流の森の施設の使用料の徴収事務の委託契約を平成18年３月31日に終了した。

　　平成18年４月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　名　称　　財団法人山形県みどり推進機構

２　住　所　　山形市大字長谷堂字馬場2265番地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第388号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、次の者に委託した山形県総合運動公園及

び悠創の丘の使用料の徴収事務の委託契約を平成18年３月31日に終了した。

　　平成18年４月４日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　名　称　　財団法人山形県総合運動都市公園公社

２　住　所　　天童市山王１番１号

正　　　　　誤

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名

鶴岡市羽黒町玉川字玉川36番地齋 藤 清 一

同　　豊栄字宅地89番地富 樫 善 雄

同　　羽黒町上野新田字上台80番地鈴 木 繁 治

同　　　　　手向字手向204番地太 田　 昭

同　　　　　川代字下川代550番地齋 藤 健 一

同　　　　　　　字中川代225番地齋 藤 幸 一
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